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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第80期

第１四半期連結
累計期間

第81期
第１四半期連結

累計期間
第80期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 56,432 63,208 310,102

経常利益 （百万円） 631 394 2,513

四半期（当期）純利益 （百万円） 175 44 635

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 385 392 1,128

純資産額 （百万円） 45,463 45,293 45,880

総資産額 （百万円） 75,040 75,123 95,870

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 2.74 0.69 9.94

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 60.5 60.3 47.8

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれていません。

　　　　３．１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管

理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めています。

　　　　４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しな

いため記載していません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　なお、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しています。詳細は、「第４　経理の状況　

１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策等により景気は回復傾向を見せて

いるものの、一方で消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動や新興国経済の成長鈍化の懸念等もあり、依然

として先行き不透明な状況が続いています。国内エネルギー業界においては、国際情勢不安による原油価格の

上昇並びに環境意識の高まりによるエネルギー節約志向の定着と、高気温の影響による需要低迷により、厳し

い環境が続きました。

このような環境の中、当社及びグループ企業は、中期経営計画「第三の創業2016」の１年目となる当期にお

いて、「機動的な販売店支援と事業領域の拡大」「総合エネルギーサービス事業の推進体制の拡充」「海外事

業展開の拡大」を掲げ、それぞれの成長領域への経営資源の配分を進めました

エネルギー卸売及び周辺事業においては、これまでの「支店・営業所」制から、「支店・チーム」制に組織

を改編し、より専門性の高い体制の下、機動的な販売店支援を展開し、同時に、太陽光発電、エネファーム、

リフォーム等に関して積極的な取扱いの推進を行いました。また、物流部を新設し更なる物流の効率化を推進

しました。エネルギー小売及び周辺事業においては、「顧客満足地域ナンバーワン」を掲げ、ＬＰガス顧客基

盤の拡大や顧客接点強化の推進、エネルギーベストミックスの提案、さらにライフスタイルの変化に対応した

リフォームと暮らしのサポートを推進しました。グローバル事業においては、株式会社シナネンゼオミックは

海外企業との連携を強化し、抗菌剤の海外需要開拓を推進しました。国内非エネルギー分野では、シナネン

ファシリティーズ株式会社（協和熱学工業株式会社を商号変更）を中心に、住宅設備関連事業の一層の拡充を

図りました。また、自転車事業では、株式会社ミヤタサイクルとの資本業務提携を活かした事業の拡大を進め

ました。ソリューション事業においては、当期よりソリューション事業本部を設置し、法人向け省エネ・節

電・環境・防災視点での総合エネルギーサービス事業を開始しました。また、分譲型ソーラーパークの開発、

メガソーラー発電所の建設を推進するとともに、特定規模電気事業者（ＰＰＳ）として電力の小売の拡大を図

りました。その他の海外事業では、ブラジルでの固形燃料事業において、当期中のＣＡＰＩＭ炭の販売開始を

目指して、工場の建設に着手しました。

当第１四半期連結累計期間の業績については、石油製品の販売価格上昇により売上高は増加しましたが、石

油、ＬＰガスの需要減による価格競争の影響により、利益面では前年同四半期を下回りました。

以上の結果、売上高は632億円（前年同四半期比12.0％増）、営業利益は2.1億円（前年同四半期比41.8％

減）、経常利益は3.9億円（前年同四半期比37.6％減）、四半期純利益は４千万円（前年同四半期比74.9%減）

となりました。

EDINET提出書類

シナネン株式会社(E01075)

四半期報告書

 3/16



当第１四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。なお、当第１四半期連結

会計期間より、当社は次世代エネルギーの取り組み、電力小売販売の拡大に加え、法人向け省エネ・節電・環

境・防災視点での総合エネルギーサービス事業を積極的に推進するため、ソリューション事業本部を新設しま

した。それに伴い、報告セグメントを従来の「エネルギー卸売及び周辺事業」、「エネルギー小売及び周辺事

業」及び「グローバル事業」の３区分から、「エネルギー卸売及び周辺事業」、「エネルギー小売及び周辺事

業」、「グローバル事業」及び「ソリューション事業」の４区分に変更しています。

また、従来「エネルギー卸売及び周辺事業」に含まれていた大口需要家向けの石油製品、ＬＰガス等のエネ

ルギー販売については、法人向けの総合エネルギーサービス事業であるため、「ソリューション事業」に含め

ています。

エネルギー卸売及び周辺事業におきましては、売上高333億円（前年同四半期比7.2％増）、セグメント損失

は０千万円（前年同四半期はセグメント利益３億円）となりました。エネルギー小売及び周辺事業におきまし

ては、売上高55億円（前年同四半期比3.2％減）、セグメント利益は4.6億円（前年同四半期比10.0％増）とな

りました。グローバル事業におきましては、売上高15億円（前年同四半期比2.0％減）、セグメント損失は２千

万円（前年同四半期はセグメント損失５千万円）となりました。また、ソリューション事業におきましては、

売上高224億円（前年同四半期比26.9％増）、セグメント損失は２千万円（前年同四半期はセグメント損失２千

万円）となりました。

 

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、２千万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。

 

(4)連結財政状態に関する分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少、季節変動に伴う売上債

権の減少等により、前連結会計年度末（平成26年３月期）と比較して207億円減少し、751億円となりました。

　また、純資産は、配当金の支払により利益剰余金が減少した結果、前連結会計年度末と比較して5.8億円減少

し、452億円となりました。

　以上により、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して12.5ポイント増加し、60.3％となりました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 237,603,000

計 237,603,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 75,752,958 75,752,958
東京証券取引所

（市場第１部）

単元株式数

1,000株

計 75,752,958 75,752,958 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 75,752 － 15,630 － 3,907
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（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

924 （注）
普通株式 11,717,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 63,644,000 63,644 －

単元未満株式 普通株式 391,958 －
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 75,752,958 － －

総株主の議決権 － 64,568 －

（注）当社所有の自己株式が10,793,000株と資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式

924,000株を合計して記載しています。

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

シナネン株式会社
 

東京都港区海岸１

－４－22
 

10,793,000 924,000 11,717,000 15.47

計 － 10,793,000 924,000 11,717,000 15.47

 （注）　他人名義で所有している理由等

　所有理由 　名義人の氏名又は名称 　名義人の住所

　「株式給付信託（従業員持株会処分

型）」制度の信託財産として拠出

　資産管理サービス信託銀行株式会社

（信託Ｅ口）

　東京都中央区晴海１－８－12

晴海アイランド　トリトンスクエア

オフィスタワーＺ棟

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,195 13,983

受取手形及び売掛金 34,657 20,687

商品及び製品 4,659 4,739

仕掛品 34 76

原材料及び貯蔵品 24 32

その他 2,508 2,608

貸倒引当金 △69 △46

流動資産合計 63,011 42,081

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,419 6,469

土地 10,511 10,511

建設仮勘定 68 25

その他（純額） 3,583 3,488

有形固定資産合計 20,582 20,494

無形固定資産   

のれん 446 384

その他 1,933 1,848

無形固定資産合計 2,379 2,232

投資その他の資産   

投資有価証券 6,127 6,604

長期前払費用 1,054 1,024

その他 3,141 3,146

貸倒引当金 △425 △460

投資その他の資産合計 9,897 10,315

固定資産合計 32,859 33,042

資産合計 95,870 75,123
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,566 15,152

短期借入金 6,892 1,842

未払法人税等 926 450

賞与引当金 615 339

災害損失引当金 51 51

その他 3,954 3,898

流動負債合計 42,007 21,734

固定負債   

長期借入金 1,951 1,888

役員退職慰労引当金 103 97

退職給付に係る負債 3,206 3,166

資産除去債務 528 530

その他 2,193 2,413

固定負債合計 7,983 8,095

負債合計 49,990 29,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,630 15,630

資本剰余金 11,662 11,653

利益剰余金 23,972 23,059

自己株式 △6,202 △6,172

株主資本合計 45,062 44,170

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,075 1,402

繰延ヘッジ損益 △0 △0

為替換算調整勘定 89 97

退職給付に係る調整累計額 △399 △387

その他の包括利益累計額合計 765 1,112

少数株主持分 52 10

純資産合計 45,880 45,293

負債純資産合計 95,870 75,123
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 56,432 63,208

売上原価 49,482 56,683

売上総利益 6,949 6,524

販売費及び一般管理費 6,576 6,307

営業利益 373 217

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 50 68

保険返戻金 0 4

デリバティブ利益 4 66

その他 220 108

営業外収益合計 279 252

営業外費用   

支払利息 13 10

持分法による投資損失 － 31

その他 8 32

営業外費用合計 22 74

経常利益 631 394

特別利益   

固定資産売却益 0 5

負ののれん発生益 2 －

その他 － 0

特別利益合計 2 5

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 15 10

その他 0 1

特別損失合計 15 12

税金等調整前四半期純利益 618 387

法人税等 443 342

少数株主損益調整前四半期純利益 174 44

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 175 44

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

少数株主損益調整前四半期純利益 174 44

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 135 326

繰延ヘッジ損益 △0 0

為替換算調整勘定 75 7

退職給付に係る調整額 － 12

持分法適用会社に対する持分相当額 － △0

その他の包括利益合計 210 347

四半期包括利益 385 392

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 385 392

少数株主に係る四半期包括利益 △0 0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、

退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を、退職給付の

支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更していま

す。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１

四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しています。

　これによる損益及び財政状態に与える影響は軽微であります。

 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用）

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成

25年12月25日）を適用していますが、従来採用していた方法により会計処理を行っています。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

 

（追加情報）

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

　当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、従業

員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っています。

（１）取引の概要

　　　当社は、平成23年11月に「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下「本信託」という。）を導入

しています。

　　　本信託は、導入後５年間にわたり「シナネン従業員持株会」（以下「持株会」という。）が取得する見

込みの当社株式を、本信託の受託者である信託銀行が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当

社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託銀行が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内

に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会会員に

分配します。また当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対して保証をしているため、信託

終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づ

き当社が当該残債を弁済することとなります。

（２）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号　平成25年12月25日）を適用していますが、従来採用していた方法により会計処理を行っています。

（３）信託が保有する自社の株式に関する事項

　　①　信託における帳簿価額は前連結会計年度538百万円、当第１四半期連結会計期間508百万円でありま

す。なお、信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しています。

　　②　期中平均株式数は、前第１四半期連結累計期間1,194千株、当第１四半期連結累計期間953千株であり

ます。なお、期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めています。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 513百万円 532百万円

のれんの償却額 78 62

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

　配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 974 15  平成25年３月31日  平成25年６月26日 利益剰余金

　(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金18百万

円が含まれています。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

　配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月24日

定時株主総会
普通株式 974 15  平成26年３月31日  平成26年６月25日 利益剰余金

　(注) 配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金14百万

円が含まれています。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２
（注）３

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
（注）４

 
エネルギー
卸売及び
周辺事業

エネルギー
小売及び
周辺事業

グローバル
事業

ソリュー
ション事業

計

売上高          

外部顧客への

売上高
31,125 5,727 1,619 17,658 56,131 284 56,415 17 56,432

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

3,013 23 13 236 3,286 274 3,561 △3,561 －

計 34,138 5,750 1,633 17,895 59,418 558 59,977 △3,544 56,432

セグメント利益

又は損失（△）
300 420 △52 △20 647 △81 566 △192 373

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰガス保安及び配送事

業、コンピュータサービス事業等を含んでいます。

２．外部顧客への売上高の調整額17百万円は、当社が管理している不動産賃貸収入に係る売上であります。

３．セグメント利益又は損失（△）の調整額△192百万円には、上記２のほか、セグメント間取引消去95百万

円、各報告セグメントに配分されていない全社費用△305百万円が含まれています。

４．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っていま

す。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２
（注）３

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
（注）４

 
エネルギー
卸売及び
周辺事業

エネルギー
小売及び
周辺事業

グローバル
事業

ソリュー
ション事業

計

売上高          

外部顧客への

売上高
33,372 5,542 1,587 22,412 62,915 269 63,185 22 63,208

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,944 14 11 777 3,748 272 4,021 △4,021 －

計 36,316 5,557 1,599 23,189 66,663 542 67,206 △3,998 63,208

セグメント利益

又は損失（△）
△0 462 △23 △23 415 △28 386 △169 217

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰガス保安及び配送事

業、コンピュータサービス事業等を含んでいます。

２．外部顧客への売上高の調整額22百万円は、当社が管理している不動産賃貸収入に係る売上であります。

３．セグメント利益又は損失（△）の調整額△169百万円には、上記２のほか、セグメント間取引消去70百万

円、各報告セグメントに配分されていない全社費用△263百万円が含まれています。

４．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っていま

す。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当第１四半期連結会計期間より、当社は次世代エネルギーの取り組み、電力小売販売の拡大に加え、法

人向け省エネ・節電・環境・防災視点での総合エネルギーサービス事業を積極的に推進するため、ソ

リューション事業本部を新設しました。それに伴い、報告セグメントを従来の「エネルギー卸売及び周辺

事業」、「エネルギー小売及び周辺事業」及び「グローバル事業」の３区分から、「エネルギー卸売及び

周辺事業」、「エネルギー小売及び周辺事業」、「グローバル事業」及び「ソリューション事業」の４区

分に変更しています。

　また、従来「エネルギー卸売及び周辺事業」に含まれていた大口需要家向けの石油製品、ＬＰガス等の

エネルギー販売については、法人向けの総合エネルギーサービス事業であるため、「ソリューション事

業」に含めて表示しています。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当該変更後の報告セグメントの区分に基づき作

成したものを開示しています。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 2円74銭 0円69銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 175 44

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 175 44

普通株式の期中平均株式数（千株） 63,782 64,006

（注）１．１株当たり四半期純利益金額を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管理サービス

信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めています。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載

していません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成２６年８月１１日

シナネン株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 坂田　　純孝　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮下　　 毅　 　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシナネン株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シナネン株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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